
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２８年１月２５日 １４時３４分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港外港（鴨
かも

池
いけ

港） 

 鹿児島港鴨池防波堤灯台から真方位２７８°２１５ｍ付近 

 （概位 北緯３１°３３.２′ 東経１３０°３３.６′） 

事故の概要 旅客フェリーフェリー第十おおすみは、着岸作業中、岸壁に衝突し

た。 

事故調査の経過 平成２８年１月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客フェリー フェリー第十おおすみ、１,５０３トン 

１３３５７４、垂水フェリー株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船首フェンダーに破損 

岸壁 車止めに破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  北西、風力  ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が、入船右舷着けの予定で着岸作業中、前進行きあし

を僅かに保って船首部を岸壁に押し付けようとしたところ、前進行き

あしが止まらず、左舷船首部が岸壁に衝突した。 

 本船は、運航時刻が予定より約８分遅延しており、船長が、運航時

刻の遅延を回復する目的で、ふだんより大きな前進行きあしを保って

いたので、機関を後進にかけて行きあしを止めようとしたが、本件岸

壁までの目測を誤ったと本事故後に思った。 

分析  本船は、鹿児島港外港（鴨池港）において着岸作業中、船長が、ふ

だんより大きい前進行きあしであったので、本件岸壁までの目測を誤

り、機関を後進にかける時機が遅れたことから、前進行きあしを止め

ることができず、左舷船首部が岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、鹿児島港外港（鴨池港）において着岸作業中、

船長が、ふだんより大きい前進行きあしであったので、本件岸壁まで

の目測を誤り、機関を後進にかける時機が遅れたため、前進行きあし

を止めることができず、岸壁に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着岸のときは、慎重な操船を行うこと。 

 ・常時、安全な着岸作業に努めること。  


